
第１次一括法の改正概要（義務付け・枠付けの見直し関係） 

 
 
 
 
 
 
 
福祉施設（児童福祉施設、特別養護老人ホーム、介護

施設、障害者支援施設、認定こども園等） 
  ○職員の資格及び数（例：保育士等の配置基準等） 
  ○居室面積等（例：ほふく室3.3㎡以上等） 
  ○サービスの適切な利用等に関する事項（例：虐待

等の禁止、秘密保持等） ※附則第46条に検討規定 
 
 
 ①養護老人ホーム等：利用者数 
 ②保育所：居室面積（ただし、省令基準に照らして大臣

が指定する地域について政令で定める日までの間） 
 
 
  ①福祉施設：「標準」及び「従うべき基準」以外の基準

（例：保育所の屋外遊戯場面積、特養の廊下幅及び
食堂や機能訓練室の面積等） 

 ②職業能力開発施設：施設外訓練等の実施の基準 
 ③へき地手当：へき地手当の月額等 
 ④公営住宅：整備基準、入居収入基準 
 構造基準（ただし、設計車両、建築限界、設

計自動車荷重は国が規定）、案内標識及び警戒標
識の寸法 

 準用河川における河川管理施設等の構造基
準 
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 ○ の設置 止等の認  → へ 
 

 ○ 域の指定等の大臣認  → へ 
 

 ○ 域の設定の大臣認  → へ 
                 （国 等は同意協議へ） 
 
〔 法関係〕 
 ○ 保 施設の 事に係る大臣 認 → 協議へ 
 
 
〔 害 等防 法関係〕 
 ○ 機能 等の 域指定等の大臣同意協議→

一部を事後 へ 
 ○ 防 実施基準に係る大臣協議 → 事後 へ 
〔 業 地 法関係〕 
 ○基 計画に係る大臣同意協議→ の 協議 止へ 
〔 法関係〕 
 ○特定 の の事業認定の大臣同意協議 → 事後

へ（国 である 施設等を含 場合を く） 
〔 法関係〕 
 ○ 域 下 整備総合計画に係る大臣同意協議→協議

へ 
 ○ 下 事業計画に係る大臣（ 事）認 →協議 は

へ 
〔 法関係〕 
 ○ の 大 等大 等における 計画

定に係る大臣同意協議 → 止へ 
 ○ の 計画 定に係る 事同意協議 → 協議へ 
〔 利用 法関係〕 
 ○ 地利用基 計画に係る大臣同意協議 → 協議へ 
〔 NOx法関係〕 
 ○総量削減計画に係る大臣同意協議 → 協議へ 
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○ に 合する に関する計画   

○ 事業計画  

○地域 業 用事業の 進に関する基 構   

 

 
○ 入計画      

 

 

○ に 合する に関する計画   

○ 事業計画  

○地域 業 用事業の 進に関する基 構   

 

 
○ 入計画      

1.施設・公物設置管理の基準 
 

〔大気汚染防止法関係〕 
 ○総量削減計画に係る大臣同意協議→範囲を限定し協

議へ 
 

 ○総量削減計画に係る大臣同意協議→
へ 

 
 

 

 ○ 地域防 計画に係る大臣協議 → へ 
 

 ○ 協議 設置に係る 協議 → 
へ 

 

 ○国 地での に係る関係 省 協議 → へ 
 

 ○基 計画に係る大臣協議 → へ 
 

 ○ 協同 業 及事業実施方 に係る大臣協議
→ へ 

 

 ○基 方 に係る大臣同意協議等 → 
へ 

 

 ○ 合等の設 認 等に係る大臣協議 → へ 
 

 ○ の 認定等に係る大臣協議→ へ 
   

 ○特 地 の指定等に係る大臣協議 → へ 
 

 ○ 総合整備計画に係る 事協議→ へ 
 
 

 

 ○利 の に う減 積 等の積 の 止等 
 ○企業 の の定数に係る規定の 止 
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 ○企業 の の定数に係る規定の 止 

  
 ○中小企業支援事業の実施に関する計画   

 ○消防広域化の推進計画（含：計画の内容を例示化）  

 ○辺地総合整備計画（含：計画の内容の一部を例示化）  

 

 ○基 計画の内容の一部を例示化  

 ○防 計画の内容の一部を例示化  

 ○ の 計画の内容の一部を例示化   
 

  
 ○中小企業支援事業の実施に関する計画   

 ○消防広域化の推進計画（含：計画の内容を例示化）  

 ○辺地総合整備計画（含：計画の内容の一部を例示化）  

 

 ○基 計画の内容の一部を例示化  

 ○防 計画の内容の一部を例示化  

 ○ の 計画の内容の一部を例示化   
 

※「検討規定」(附則第46条） 
 今後の施行の状況等を勘案し、福祉施設の基準の在り方について検討を加え、必
要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

施設基準は 
政省令で規定  

・・・・施設等基準施設等基準施設等基準施設等基準はははは条例条例条例条例でででで規定規定規定規定    
・・・・政省令政省令政省令政省令はははは条例制定条例制定条例制定条例制定のののの基準基準基準基準へへへへ    

＜現行＞ 
＜見直し後＞ 

(3)「参酌すべき基準」の例 

(2)「標準」の例 

(1)「従うべき基準」の例 

2.協議、同意、許可・認可・承認の見直し等 

(1)認可の見直し 

(2)承認の見直し 

(3)同意協議等の見直し 

(4)協議の見直し 

(5)その他 

3.計画等の策定及びその手続 

(1)策定義務の規定そのものの廃止 

(2)策定義務の「できる」規定化等 

(3)内容の例示化 

平成23年5月 
内閣府地域主権戦略室 


